
                                 大阪商工会議所 北支部  

令和２年 9/10（木） 14：00～16：00  

◆場 所  大阪商工会議所 北支部会議室 
            大阪市北区西天満 5-1-1  

ザ・セヤマビル 2 階  

◆講 師  特定社会保険労務士  高口綾子氏 

◆対 象  大阪府内の中小事業者  

◆定 員  ３０名（先着順、１社１名まで） 

◆受講料 会員：無料  非会員：5,000 円 

◆問合先 大阪商工会議所 北支部 

☎06-6130-5112（担当：小野寺、福留） 

◆申込方法 申込書を FAX にてお申込み下さい。 

受付後、受講票を開催日の１週間位前に FAX で送

信致します。 

★新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止や

延期することがあります。 

中小企業向け講習会・セミナー（令和２年度） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所 北支部行                                 FAX:06-6130-5113 

参加申込書  9/10『with コロナ時代の人事労務 最新情報お伝えします！』 

(社名カナ) 

(会社名) 
(参加者氏名カナ) 
(参加者氏名) 

(所在地)〒 

 

(会員の方は会員番号をお願いします) 

(ＴＥＬ) 

(ＦＡＸ) 
(業種) (従業員数)        

  

※ご記入頂いた情報は、本事業の事務業務に利用するとともに、大阪商工会議所の各種連絡・情報提供（e メールによる事業案内含む）のために利用します。また大阪府（事業費

補助金交付元）、講師へ参加者名簿として提供します。これらについては申込者ご本人に同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。 

◆本事業は大阪府の小規模事業経営支援事業費補助金の一部を受けて実施しているため、大阪府へ実施報告をいたします。講習会参加の際には、必ずアンケートにご協力賜わり、

事務局まで提出ください。アンケートを提出いただけなかった場合、後日メール・ＦＡＸ等でご連絡申し上げることもございます。ご了承ください。 

 新型コロナウイルスの影響で、テレワークなど働き方に大きな変革がもたらされま

した。また集客減から事業所を休業せざるを得ない状況でも、労務費等の固定費の拠出

が続き、経営そのものに大きな影を落としている事業者も多く見受けられます。 

with コロナ時代、我々中小事業者を取り巻く環境、支援体制、そして雇用事業者の

義務などについて最新情報を伝えることで、生き残るための術を共に考えます。 

雇用調整助成金も 

＜第１部＞コロナによるやむを得ない対応  

①テレワーク、時差出勤について 

⇒働き方見直しに伴う勤務形態の見直し 

②最新の雇用調整助成金について 

⇒従業員の休業・短時間休業勤務  

③労働保険料・社会保険料の猶予  

④労災はどうなるのか 
 

＜第２部＞まったなしの気になる法改正  

 ①同一労働同一賃金 

 ②ハラスメント対策の法制化  

 ③厚生年金加入義務企業、段階的拡大へ 

 ④健康保険被扶養者の要件みなおし 

内   容 


